
の
受
給
資
格
が
あ
る
場
合
は
、
認
定
請
求
の

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
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こ
れ
ま
で
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
な

い
保
護
者
の
方
は
認
定
請
求
、
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
た
保
護
者
の
方
は
額
改
定
認
定

請
求
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
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所
得
制
限
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、
新
た
に

児
童
手
当
を
受
給
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
該
当
す
る
保
護
者
の
方
は
、
認
定
請

求
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
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�
�
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�

・
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
写
し(

申
請

者
が
厚
生
年
金
等
加
入
者
の
場
合)

・
課
税
証
明
書(

雲
南
市
に
平
成
17
年
１
月

１
日
に
住
所
が
な
か
っ
た
場
合)

・
申
請
者
名
義
の
銀
行
口
座
番
号
が
わ
か
る

も
の

・
印
鑑

・
そ
の
他
、
養
育
す
る
児
童
と
別
居
し
て
い

る
場
合
な
ど
必
要
に
応
じ
て
提
出
し
て
い

た
だ
く
書
類
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
役
所
市
民
生
活
課
、
ま
た

は
お
近
く
の
総
合
セ
ン
タ
ー
自
治
振
興
課

(

公
務
員
等
勤
務
先
か
ら
児
童
手
当
が
支
給

さ
れ
る
方
は
勤
務
先
へ)

に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
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平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
障
害
者
自
立
支

援
医
療
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
福
祉
医

療
の
取
り
扱
い
が
変
わ
り
ま
し
た
。
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た
だ
し
、
福
祉
医
療
の
本
人
負
担
限
度
額

を
超
え
ら
れ
た
場
合(

１
か
月
１
医
療
機
関

あ
た
り)

、
申
請
に
よ
り
福
祉
医
療
か
ら
助

成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
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た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
方
で
、
福
祉
医
療

の
本
人
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合(

１
か

月
１
医
療
機
関
あ
た
り)

、
申
請
に
よ
り
福

祉
医
療
か
ら
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
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Y
1

【
助
成
手
続
き
】

医
療
費
の
領
収
書
、
福
祉
医
療
費
医
療

(

資
格)

証
、
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
、

印
鑑
、
振
込
み
口
座
の
わ
か
る
も
の
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

助
成
申
請
手
続
き
は
、
お
近
く
の
総
合
セ

ン
タ
ー
自
治
振
興
課
ま
た
は
市
民
生
活
課
で

受
け
付
け
ま
す
。
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平
成
16
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
平
成
17
年

４
月
か
ら
毎
年
度
２
８
０
円
ず
つ
保
険
料
額

(

法
定
保
険
料
額)

が
引
き
上
げ
ら
れ
、
こ

れ
に
保
険
料
改
定
率
を
乗
じ
た
金
額
が
そ
の

年
度
の
保
険
料
額
と
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
18
年
度
は
、
国
民
年
金
保
険
料
改
定

率
の
改
定
は
行
わ
れ
な
い
た
め
、
保
険
料
額

は
、
１
３
�８
６
０
円
と
な
り
ま
す
。
付
加

保
険
料
月
額
は
、
前
年
と
同
額
の
４
０
０
円

で
す
。

保
険
料
納
付
は
、
ま
と
め
て
事
前
に
支
払

う
前
納
制
度
や
、
口
座
振
替
が
便
利
で
お
得

で
す
。
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
市
役
所
、

各
社
会
保
険
事
務
所
、
一
部
の
金
融
機
関
の

窓
口
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
申
込
用
紙
に

よ
り
お
申
込
く
だ
さ
い
。

5
<
=
�
8
;
>

平
成
16
年
の
法
改
正
に
よ
り
老
齢
基
礎
年

金
な
ど
の
額
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
額
に
改
定

率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
方
式
に
変
わ
り

ま
し
た
。

平
成
18
年
度
は
、
平
成
17
年
平
均
の
消
費

者
物
価
変
動
率
が
マ
イ
ナ
ス
０･

３
％
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
年
金
額
は
０･

３
％
の
引
き

下
げ
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
特
例
に
よ
り
年
金
額
を
据
え
置
か

れ
て
い
た
平
成
12
年
〜
14
年
度
の
減
額
改
定

分
の
年
金
額
に
つ
い
て
は
、
今
後
調
整
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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お
詫
び
と
訂
正

市
報
う
ん
な
ん
４
月
号
の
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正

し
ま
す
。

13
ペ
ー
ジ
、
わ
が
ま
ち
の
巧
み

Z
[
\

高
尾
良
宣
さ
ん⇒

Z
]
\
^
_
`
a
6
A

5
?
@
0
A

多
年
に
わ
た
り
教
育
者
と
し
て
教
育
の
充

実
・
振
興
の
た
め
に
貢
献
さ
れ
た
功
績
に
よ

り

b
c
d
e
f
]
g
h

i
j
k
l
6
A
(

三
刀
屋
町
三
刀
屋)

叙
位
の
栄
誉
に
対
し
、
心
か
ら
敬
意
と
祝

意
を
表
し
ま
す
。

5
B
C
D
�
E
F
G
H
I
0
J

m
n
o
d
,
p
q
r
s

(

代
表
藤
原

洋
ひ
ろ
し
さ
ん)

平
成
16
年
度
よ
り
開
設
さ
れ
た
子
ど
も
の

居
場
所｢

中
野
小
学
校
の
び
の
び
教
室｣

に

お
い
て
、
学
校
と
地
域
の
連
携
等
、
県
内
で

も
先
駆
的
な
取
り
組
み
を
さ
れ
た
功
労
に
よ

り

5
K
L
M
N
�
O
P
Q
R
�
S

P
Q
R
T
U
�
V
W
0
J

t
m
u
k
6
A
(

木
次
町
寺
領)

多
年
に
わ
た
り
さ
く
ら
の
保
護
植
栽
・
品

種
収
集
・
保
存
改
良
・
普
及
に
貢
献
さ
れ
た

功
績
に
よ
り

v
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w
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今
年
の
春
の
行
政
相
談
週
間
は
、
５
月
22

日(

月)

〜
28
日(

日)

で
す
。

行
政
相
談
委
員
が
行
政
相
談
所
を
開
設
し

ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

の
で
お
気
軽
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

x
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6
A

落
合

昭
治
さ
ん(

大
東
町)

黒
田

徳
郎
さ
ん(

加
茂
町)

渡
部
多
加
子
さ
ん(

木
次
町)

高
尾

正
治
さ
ん(

三
刀
屋
町)

大
島
二
三
恵
さ
ん(

吉
田
町)

山
中
満
寿
夫
さ
ん(

掛
合
町)

な
お
、
相
談
所
の
開
催
場
所
、
日
時
等
は

各
総
合
セ
ン
タ
ー
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
q

��
�
�
�
�

����
�
�
�

●
雲
南
市
人
権
セ
ン
タ
ー
で
は
、
人
権
問
題

啓
発
ビ
デ
オ(

Ｖ
Ｈ
Ｓ)

の
貸
出
し
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。

●
学
校
、
自
治
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
公
民
館
ま
た

は
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
で
の
研
修
等
に
ご
活

用
下
さ
い
。

な
お
、
ビ
デ
オ
の
一
覧
表
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
利
用
下

さ
い
。

貸
出
し
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
市
人
権
セ

ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
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q
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木
次
町
新
市
３

番
地)
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本
人
や
扶
養
者
の
方
の
就
職
・
退
職
な
ど

に
よ
り
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
変
わ
っ

た
り
、
保
険
証
の
記
号
番
号
が
変
更
に
な
っ

た
場
合
は
市
役
所
に
届
け
出
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
を
受
け
取
っ

た
ら
、
お
近
く
の
総
合
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
市

民
生
活
課
で
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
行
い
ま
し
ょ

う
。
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h

支
給
対
象
年
齢
が
、

小
学
校
３
年
生(

９
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末)

⇒

小
学
校
６
年
生(

12
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末)

に
拡
大
さ
れ
、
併
せ
て
、
所
得
制
限
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

i
j
k
l
�
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�
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q
4
,
�
c

新
た
に
、
児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
る
児
童

の
保
護
者
の
皆
様
に
つ
い
て
は
、
市
民
生
活

課
、
ま
た
は
各
総
合
セ
ン
タ
ー
自
治
振
興
課

(

公
務
員
等
勤
務
先
か
ら
支
給
さ
れ
る
方
は

勤
務
先)

で
、
認
定
請
求
の
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

な
お
、
改
正
に
伴
う
新
規
請
求
は
、
平
成

18
年
９
月
30
日
ま
で
受
け
付
け
た
も
の
に
限

り
、
特
例
的
に
４
月
１
日(

ま
た
は
支
給
要

件
に
該
当
し
た
日)

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給

さ
れ
ま
す
。
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こ
れ
ま
で
、
当
該
児
童
に
係
る
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
た
保
護
者
の
方
は
、
特
段
の

手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。(

児

童
手
当
等
は
４
月
以
降
も
引
き
続
き
支
給
さ

れ
ま
す)

右
記
に
該
当
し
な
い
保
護
者
の
方
で
、
次
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